
厚生委員会情報連絡 

令和５年９月２７日 

情報連絡事項  頁 

１ 「出張きこえの相談」事業の開始について・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 令和５年度あだちの介護保険（令和４年度実績）について・・・・・・・・・・４ 

３ 足立区独自の介護保険料軽減制度及び生計困難者に対する利用者負担額軽減制度 

の取扱いの変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

４ 「介護の日」のイベント実施について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

【参考】≪災害・オウム対策調査特別委員会報告事項≫ 

※資料は、災害・オウム対策調査特別委員会（危機管理部）の報告資料にあり

１ 避難行動要支援者対策について

（福 祉 部） 



厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２７日 

件   名 「出張きこえの相談」事業の開始について 

所管部課名 福祉部 障がい福祉センター 

内   容 

１ 概要 

障がい福祉センターが実施している「きこえの相談」について、健

康上の理由や交通の不便さ等によりお越しできない方に対して、地域

包括支援センター等で言語聴覚士による出張検査・相談を行う。 

 

２ 事業の内容 

（１）きこえに関する悩み相談 

（２）アプリを使用した簡易な聴力検査 

※ 聴力検査は障がい福祉センターで実施するよりも簡易になるが、

相談を通して今後の適切なサービス等につなげることができる。 

 

３ 日時・場所等 

（１）令和５年度は、下表のとおり実施。 

原則第１・３火曜日、午後１時～３時３０分、１回４名まで、１

人３０分間程度（予約制） 

 

《令和５年度における開催日、会場》 

開催日 会  場 地図  開催日 会 場 地図 

9/5 
地域包括支援センタ

ー六月 
①  12/5 

佐野地域学習センタ

ー（教養室） 
⑥ 

9/19 

11/21 

地域包括支援センタ

ー扇 
②  12/19 

3/19 

地域包括支援センタ

ー新田 
⑦ 

10/10 

2/20 

地域包括支援センタ

ーはなはた 
③  1/9 

3/5 

地域包括支援センタ

ー西綾瀬 
⑧ 

10/24 
地域包括支援センタ

ー中川 
④  1/23 

舎人地域学習センタ

ー（教養室） 
⑨ 

11/7 
障がい福祉課西部援

護係（相談室） 
⑤  2/6 

障がい福祉課千住援

護係（相談室） 
⑩ 
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（２）申込方法 

ア 障がい福祉センターに下記のいずれかの方法で申し込み 

（ア）電 話  ５６８１－０１３２ 

（イ）ＦＡＸ  ５６８１－０１３７ 

（ウ）オンライン申請システム（二次元コード：右） 

イ 会場が地域包括支援センターの場合は、直接 

 会場に電話かＦＡＸでも可 

 

４ 今後の方針 

区ホームページのほか、地域包括支援センター、認定補聴器専門店

（千住、綾瀬、竹の塚の３店）、足立区医師会（耳鼻咽喉科）とも連携

して周知していく。 

 
 

⑩障がい福祉課

千住援護係 

⑧地域包括支援セ

ンター西綾瀬 

⑦地域包括支援

センター新田 

⑥佐野地域学

習センター 

⑤障がい福祉課

西部援護係 

④地域包括支援

センター中川 

③地域包括支援セ

ンターはなはた 

②地域包括支援

センター扇 

①地域包括支援

センター六月 

障がい福祉

センター 

⑨舎人地域学

習センター 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２７日 

件   名 令和５年度あだちの介護保険（令和４年度実績）について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 

内   容 

「令和５年度あだちの介護保険（令和４年度実績）」がまとまったの

で、別添のとおり報告する。 

※（ ）内の数値は前年度の数値 

１ ６５歳以上の被保険者（第一号被保険者） 

（１）６５歳以上の被保険者数 

１６９，２０４人（１７０，４１１人） 前年度比１，２０７人減、

０．７％減 

※ 住所地特例の制度があるため「６５歳以上人口」とは一致しない。 

（２）介護保険料収納率 

９９．０％（９８．９％） 前年度比０．１ポイント増 

※ ４年度収納率、３年度収納率とも、決算額による。 

２ 要介護・要支援認定者数 

３７，６８７人（３７，１７６人）前年度比５１１人増、１．４％増 

３ 保険給付状況 

（１）介護サービス受給者数 

３０，９９６人（３０，４４９人） 

前年度比５４７人増、１．８％増 

（２）保険給付費 

５７，２０５，６００千円（５６，３１４，２５９千円） 

前年度比８９１，３４１千円増、１．６％増 

４ 令和４年度の主な事業 

高齢者施設等に対して、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰対策

の支援を行った（一部抜粋）。 

（１）新型コロナウイルス感染症対策 

ア 高齢者施設等におけるＰＣＲ検査等の費用補助 

令和５年１１月３０日終了予定 

介護事業所に従事する職員及び新規利用者等を対象に、ＰＣＲ検

査等に係る経費を１人上限１２回、１回あたり２万円まで補助した。 

 令和４年度 

延事業所数 １８０件  

延人数 ７，４３４人  

執行額 １０９，１３８千円 
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イ 新型コロナウイルス感染者へ対応する感染者へ対応する従事者

の危険手当支給事業 

令和５年５月７日終了 

従事者が陽性の利用者に対して、直接サービスを提供した場合

に、事業者を通じて危険手当および宿泊手当を支給した（危険手

当：１日 5,000円、宿泊手当：1泊 10,000 円）。 

 令和４年度 

危険手当 １３，０３１件  

宿泊手当 ３，０９２件  

支給金額 ９６，０７５千円 

（２）物価高騰対策 

介護サービス事業者に対して、コロナ禍における物価高騰の影響の

大きい光熱水費、ガソリン代などの経費に対し、特別給付金を支給し

た。 

 

 

 

 

≪参 考≫ 

【総人口、６５歳以上人口、高齢化率の推移】（各年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和５年４月１日時点で、足立区における高齢化率は２４．５１％

であり、前年度より０．２４ポイント低下した。 

 

 

 

 

延事業所数 執行額 

８２１件 １７７，１０８千円 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 
 令和５年９月２７日 

件  名 
足立区独自の介護保険料軽減制度及び生計困難者に対する利用者負担額

軽減制度の取扱いの変更について 

所管部課 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 

内  容 

区独自の介護保険料軽減制度及び生計困難者に対する利用者負担額軽減制
度について、以下のとおり、収入認定の取扱いを変更したので報告する。 

１ 変更理由 

区独自の介護保険料軽減制度及び生計困難者に対する利用者負担額軽減制
度については、国の取扱いに基づき、令和４年度に支給した住民税非課税世

帯に対する臨時特別給付金等も収入とみなしていた。 

しかし、令和５年７月に東京都が行った調査では、都内自治体の約８割が、
臨時的な給付金は収入に含めない、独自の判断をしていた。 

そのため、足立区においても基準を改め、低所得者に対する臨時的な給付
金等は、収入に含めない取扱いとする。 

２ 要綱改正内容 
次のとおり、低所得者への臨時給付金を除く旨の文言を追加し、各要綱の

収入に関する規定を改正する。（要綱改正決定日 令和５年８月１６日） 
（用語の定義） 
各種年金収入、各種保険金の受け取り、給与（各種手当を含む。）収入、

事業収入、恩給、仕送りその他の収入金額（国又は地方自治体から、主に低

所得者に対する生活支援を目的として支給された臨時的な給付金その他区長
が認めたものを除く。）の合算額 

《参考》軽減の要件 
（１）世帯全員が住民税非課税 
（２）年間収入が単身で１５０万円、世帯員１人増につき５０万円を加算    

した額以下 
（３）預貯金の額が単身で３５０万円、世帯員１人増につき５０万円を加 

算した額以下（利用者負担額軽減制度は１人増につき１００万円） 

（４）住民税課税者に扶養されていない、介護保険料を滞納していない、  
生活保護を受給していない 

（５）世帯がその居住の用に供する家屋等、必要な資産以外に資産を所有 
していない（利用者負担額軽減制度のみ） 

３ 運用開始時期 
令和５年８月１６日から取扱いを変更し、令和５年度分の介護保険料

及び利用料軽減については、遡及して適用する。 

４ 影響人数（令和５年８月２日時点） 

区分 ① 介護保険料軽減 ② 利用者負担額軽減 

申請者 ３５３名 ２０４名 

非該当者 ５１名 ２１名 

 臨時給付金を収入認定した

ことで非該当となった方 
３４名 １１名 

※ 今回の取扱い変更により、軽減の該当となった方は、令和５年８月中
に事務手続き済み。 
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厚 生 委 員 会 情 報 連 絡 

令和５年９月２７日 

件   名 「介護の日」のイベント実施について 

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 

内   容 

「介護従事者永年勤続褒賞」及び「元気応援ポイント事業活動褒賞」

表彰式を実施する。 

また、足立区介護サービス事業者連絡協議会主催により、福祉用具の

展示・体験ができる「介護の日フェスティバル」を開催する。 

令和元年度を最後に、コロナ禍により中止していたため、４年ぶりの

開催となる。 

今年度は介護の日（１１月１１日）が土曜日のため、１１月１０日（金）

に開催する。 

１ 介護従事者永年勤続褒賞及び元気応援ポイント事業活動褒賞表彰式 

（１）日時 

令和５年１１月１０日（金） 午後２時から午後４時 

（２）場所 

西新井文化ホール（予定） 

（３）主催・共催 

主催＝足立区、共催＝足立区介護サービス事業者連絡協議会 

（４）目的・対象者等 

ア 永年勤続褒賞 

（ア）目的 

区内の介護サービス事業所に勤務する従事者の意欲向上

と介護事業に対する社会的評価の向上を図る。 

（イ）対象者 

介護職員として、区内の事業所に５年以上、１０年以上ま

たは１５年以上勤務している、成績優秀な方。約６００名。 

（ウ）記念品 

図書カード  ５年以上＝ ５，０００円分（約３００名） 

１０年以上＝１０，０００円分（約１７０名） 

１５年以上＝１５，０００円分（約１３０名） 

イ 元気応援ポイント事業活動褒賞 

（ア）目的 

元気高齢者のボランティア活動の継続と意欲向上を図る。 

（イ）対象者 

過去累計５年以上もしくは１０年以上、年間３０時間以上

のボランティア活動を行い、活動交付金を申請した方（事業

の開始が平成２０年からであるため、１５年褒賞は該当者な

し）。約２０名。 
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（ウ）記念品 

区内共通商品券 ５年以上＝ ５，０００円分（約１０名） 

１０年以上＝１０，０００円分（約１０名） 

※ アの事業所代表、イの代表者に褒状及び記念品を授与する。 

２ 介護の日フェスティバル 

（１）日時 

令和５年１１月１０日（金） 午後１時から午後４時 

（２）場所 

区役所中央館１階アトリウム 

（３）主催 

足立区介護サービス事業者連絡協議会 

（４）内容（前回実績） 

ア 介護相談コーナー 

イ 福祉用具展示・体験コーナー 

ウ 介護事業所紹介コーナー 他 

※ 今年度は、内容変更の可能性あり。 
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